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特別損失の発生に関するお知らせ 
     

 

 

平成 28 年３月期第３四半期連結会計期間において、下記のとおり特別損失が発生することとなりました

ので、お知らせいたします。 

 

 記 
 
１． 特別損失の内容及び金額 

① 当社グループに対するコンデンサ製品の取引に関する日本、米国、中国、ＥＵ（欧州連合）等の当局に

よる調査及び米国、カナダにおける集団訴訟に対応するための弁護士報酬等です。 
②  当社が、平成 27 年 12 月 24 日に開示しました「台湾公平交易委員会からの文書受領について」に関し、

台湾の公平交易委員会により、支払を命じられた制裁金 2,430 万台湾ドルに対応する額です。なお、当社は、

台湾の公平交易委員会の当該決定について、所定の裁判所に対し行政訴訟を提起する予定です。 
 
   上記を併せた独占禁止法等関連損失２億３千４百万円を計上します。（第３四半期連結累計期間では、５

億１千４百万円計上します。） 
 
２．業績に与える影響 

 平成 28 年３月期通期の連結業績予想につきましては、現在精査中であり、業績予想に修正の必要が生じ

た場合には速やかにお知らせいたします。 
 
 
 

以  上 


